


【国保】

I-50 抜髄

《令和３年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、抜髄の算定を認めない。

○ 取扱いの根拠

根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している

状態であり、この状態で、根管内の感染歯質が除去できない抜髄を行うこ

とは適切でないと考えられる。


